
Ａ02　特記仕様①-⑤⑥工事用水、電力は施設内利用できない
と記載されていますが、引込位置が記載した図面がありませ
ん。引込、分岐はどのようしたらよろしいでしょうか。

工事用水は、別紙に記載されている既設量水器と給水本管側のバルブの
間より分岐することとします。
工事用電力は、別紙に記載されている既設引込構内柱より引き込むことと
します。
詳細は、監督職員及び関西電力と協議することします。

『図面番号A07配置図・仮設計画図』のとおりです。
監督職員事務所は設けないものとし、現場事務所（受注者事務所）は設け
るものとします。
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大阪府ホームページ『石綿（アスベスト）Ｑ＆Ａ』 No,75記載のとおり、ビニル
アスベストタイルは樹脂で固められたものであり、飛散性が極めて低いと考
えられるため、規制の対象外とします。ただし、処分する場合は、石綿含有
成型板として扱うこととします。

Ａ02　特記仕様①-④監督職員事務所は設けないに○印になっ
ていますが、Ａ07に現場事務所が記載されています。どちらを採
用すればよろしいでしょうか。

Ａ05　追記事項に石綿含有除去工事の特記がありますが、仮設
工事の隔離養生や真空掃除機による清掃と粉じん濃度測定の
記載がありませんので不要と考えてよろしいでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市共同利用施設蛍池センター耐震補強工事

回　　　　答No 質疑事項


